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（仮称）「第７次千代田区ジェンダー平等推進行動計画」策定の概要 

 

 「第６次千代田区ジェンダー平等推進行動計画」の計画期間が令和８年度で終了するため、

令和７～８年度に「（仮称）第７次千代田区ジェンダー平等推進行動計画」の策定作業を実施す

る。 

 

１ 計画の位置づけ 

第４次千代田区基本構想 

（令和５年３月策定） 

 

千代田区ジェンダー平等推進行動計画 

（男女共同参画社会基本法：市町村男女共同参画計画） 

千代田区 

配偶者暴力対策基本計画 

（配偶者暴力防止法：区市町村

基本計画） 

千代田区 

女性活躍推進計画 

（女性活躍推進法：区市町村推

進計画） 

 

（仮称）千代田区 

困難な問題を抱える女性

への支援基本計画 

（困難女性支援法（R6.4.1

施行））：区市町村推進計画 

  

  【その他関連法】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

（昭和 41年 7月 21日） 

・雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和 47 年 7 月 1

日） 

・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成 3 年 5 月

15日） 

・次世代育成支援対策推進法（平成 15年 7月 16日） 

・政治分野における男女共同参画の推進に関する法律（平成 30年 5月 23日） 

・困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（令和４年５月 25日） 

・性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律

（令和 5年 6月 23日） 

資料 ３ 



2 

 

２ 計画策定の目的 

第４次千代田区基本構想における目指すべき将来像 

「伝統と未来が調和し、躍進するまち～彩りあふれる、希望の都心～」 

 

３ ⇒ 将来像の実現のために掲げる「多様性を尊重し認めあう社会づくり」に向けて、区の

ジェンダー平等に関する施策を計画的に推進することを目的として策定する。計画の策

定・推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 今後のスケジュール（予定） 

時 期 内 容 

令和７年６月 18日（水） 第１回会議 開催 

・第６次計画の進捗状況の報告 

・区民・区内事業所向け意識・実態調査の調査票の確認 

令和７年 8月頃 意識・実態調査実施 

令和７年 9月～10月頃 MIWLGBTQ相談員、地域活動団体へのヒアリング調査 

令和７年 11月頃 第２回会議 開催 

・意識・実態調査速報値の報告 

・第７次計画策定に向けた検討（ワークショップによる課

題・論点整理） 

令和８年２月頃 第３回会議 開催 

・意識・実態調査結果の報告 

・第７次計画策定に向けた検討（提言書の確定） 

令和８年３月頃 区民会議から区へ提言書の提出 

令和８年度 ４回程度実施予定 

 

区民・事業者等 千代田区 

 
男女平等推進委員会（庁内会議） 

 

関係各課 

国際平和・男女平等人権課 

男女共同参画センターMIW 

男女平等推進区民会議 

（女性活躍推進会議） 

報告・ 
情報提供 

意見・提言 


